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高知県ヘルスケア産業実証実験支援事業費補助金交付要綱

第１条 略

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。

（１）「民間企業等」とは、会社法（平成 17 年法律第 86号）第２条第１

号に規定する株式会社及び合同会社（以下「会社」という。）、事業

協同組合その他特別の法律の規定により設立された組合及びその連合

会等、特定非営利活動促進法（平成 10年法律第７号）の規定に基づ

き設立された法人、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平

成 18 年法律第 48号）の規定に基づき設立された社団法人、医療法

（昭和 23 年法律第 205 号）の規定に基づき設立された法人並びに社

会福祉法（昭和 26 年法律第 45号）の規定に基づき設立された法人を

いい、個人事業主（法人を設立せずに自ら事業を行っている個人をい

う。）は含まない。

（２）「医療機関」とは、医療法（昭和 23年法律第 205 号）第１条の２

第２項に規定する医療提供施設をいう。

（３）「大学等」とは、学校教育法（昭和 22 年法律第 26号）第１条の大

学及び高等専門学校をいう。

（４）「コンソーシアム」とは、それぞれの資源を持ち寄り、主体的な

役割をもって、連携して補助事業を実施する民間企業等・市町村・医

療機関・大学等の集合体をいう。ただし、単なる受発注の関係にある

者を除く。

高知県ヘルスケア産業実証実験支援事業費補助金交付要綱

第１条 略

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。

（１）「民間企業等」とは、会社法（平成 17年法律第 86 号）第２条第１

号に規定する株式会社及び合同会社（以下「会社」という。）、事業

協同組合その他特別の法律の規定により設立された組合及びその連合

会等、特定非営利活動促進法（平成 10年法律第７号）の規定に基づ

き設立された法人、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平

成 18 年法律第 48 号）の規定に基づき設立された社団法人、医療法

（昭和 23 年法律第 205 号）の規定に基づき設立された法人並びに社

会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）の規定に基づき設立された法人を

いい、個人事業主（法人を設立せずに自ら事業を行っている個人をい

う。）は含まない。

（２）「大学等」とは、学校教育法（昭和 22年法律第 26 号）第１条の大

学及び高等専門学校をいう。

（３）「コンソーシアム」とは、それぞれの資源を持ち寄り、主体的な役

割をもって、連携して補助事業を実施する民間企業等・市町村・大学

等の集合体をいう。ただし、単なる受発注の関係にある者を除く。

定義に医療機

関を追加

コンソーシア

ムに医療機関

を追加
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（補助金交付の目的）

第３条 県では、県内市町村と県内外の民間企業や大学等が連携して実施

する、デジタル技術等を活用したヘルステック関連の新製品や新サービス

の事業化のための実証実験（ヘルステック分野の製品やサービスについ

て、県内市町村で運用を行い、その結果を検証して技術の高度化や使用環

境に応じた改修等を行い、社会実装を目指すもの。）を支援することを目

的として、次条に規定する補助対象事業に要する経費について、予算の範

囲内で補助金を交付する。

第４条～23条 略

附則

（施行期日） 略

（失効期限等）

２ この要綱は、令和９年５月 31 日限り、その効力を失う。ただし、この

要綱に基づき交付された補助金については、第 12 条第３項及び第 15条

から第 21条までの規定は、同日以降もなおその効力を有する。

附則 略

附則

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。

別表第１（第４条関係）補助対象 ※ 別途掲載

別表第２（第４条関係）補助対象経費 ※別途掲載

（補助金交付の目的）

第３条 県では、県内市町村と県内外の民間企業や大学等が連携して実施

する、デジタル技術を活用したヘルスケア関連の新製品や新サービスの事

業化のための実証実験（ヘルスケア分野の製品やサービスについて、県内

市町村で運用を行い、その結果を検証して技術の高度化や使用環境に応じ

た改修等を行い、社会実装を目指すもの。）を支援することを目的とし

て、次条に規定する補助対象事業に要する経費について、予算の範囲内で

補助金を交付する。

第４条～23条 略

附則

（施行期日） 略

（失効期限等）

２ この要綱は、令和８年５月 31日限り、その効力を失う。ただし、この

要綱に基づき交付された補助金については、第 12条第３項、第 15 条か

ら第 21 条までの規定は、同日以降もなおその効力を有する。

附則 略

別表第１（第４条関係）補助対象 ※ 別途掲載

別表第２（第４条関係）補助対象経費 ※別途掲載

デジタル技術

に等を追加

ヘルスケアを

ヘルステック

に変更

失効期限の変

更

附則の追記
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別表第３（第７条、第８条、第 17 条関係）略

第１号様式（第６条関係）

本文 略

１～４ 略

５ 添付書類※

（１）補助事業計画書（別紙１）

（２）会社パンフレット

（３）定款又は登記事項証明書

（４）直近２期分の決算書（貸借対照表、損益計算書等）

（５）積算根拠資料（見積書かそれに代わる書類）

（６）本社及び高知県内の営業所や事業所の都道府県税の納税証明書（写

し可）及び本社及び高知県内の営業所や事業所の消費税及び地方消

費税の納税証明書（写し可）、又は令和６～８年度高知県入札参加資

格者名簿の写し

（７）高知県ヘルスケアイノベーションプロジェクト支援案件の決定通知

書の写し

（８）（１）から（７）までに掲げる書類のほか、知事が必要と認める書

類

※（２）から（４）及び（６）は、コンソーシアム構成員全員分が必要。ただし、市町

村及び大学等については不要。

※（５）については、機械装置費、外注費及び委託料は必須。その他経費は可能な範囲

で可。見積書は交付申請書提出日以降も有効であるものに限る。

別表第３（第７条、第８条、第 17条関係）略

第１号様式（第６条関係）

本文 略

１～４ 略

５ 添付書類※

（１）補助事業計画書（別紙１）

（２）会社パンフレット

（３）定款又は登記事項証明書

（４）直近２期分の決算書（貸借対照表、損益計算書等）

（５）積算根拠資料（見積書かそれに代わる書類）

（６）令和３～５年度高知県入札参加資格者名簿の写し、又は本社及び高

知県内の営業所や事業所の都道府県税の納税証明書（写し可）及び本

社及び高知県内の営業所や事業所の消費税及び地方消費税の納税証明

書（写し可）

（７）コンソーシアム協定書の写し（任意様式）

（８）高知県ヘルスケアイノベーションプロジェクト支援案件の決定通知

書の写し

（９）（１）から（８）までに掲げる書類のほか、知事が必要と認める書

類

※（２）から（４）及び（６）は、コンソーシアム構成員全員分が必要。ただし、市町

村及び大学等については不要。

※（４）については、設立後２年未満の民間企業等は、事業計画書等の写しを提出する

こと。

※（５）については、機械装置費、外注費、特許関連経費及び委託料は必須。その他経

費は可能な範囲で可。見積書は交付申請書提出日以降も有効であるものに限る。

年度の変更

協定書の写し

及び事業計画

書等の写しは

企画提案書提

出時に提出を

求めるため削

除

積算根拠資料

の必須項目か
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※（６）の納税証明書については、審査結果の通知日以降に取得したものに限る。ただ

し、資格要件確認書類の提出日から交付申請日の間に納付時期がきておらず、資格要件

確認時に提出された納税証明書に変更がない場合は不要。また、都道府県税の納税証明

書は、県税完納情報の提供に係る同意書（※１）及び本人確認書類の写し（※２）でも

代用可。

※１：税務課が別に定める「県税完納情報提供事務処理要領」における第４号様式

※２：法人代表者のマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証の写し等

（注）マイナンバーカードは表面のコピーとしてください（裏面はマイナンバーの表

示があるため提出不要）。健康保険証の保険者番号及び被保険者等記号・番号は復元で

きない程度にマスキング処理を施す等してください。

※（７）については、資格要件確認書類として既に提出している場合は不要。

※（３）及び（８）については、審査結果の通知日以降に取得したものに限る。

※（６）については、審査結果の通知日以降に取得したものに限る。ただし、資格要件

確認書類の提出日から交付申請日の間に納付時期がきておらず、資格要件確認時に提出

された納税証明書に変更がない場合は不要。また、都道府県税の納税証明書は、県税完

納情報の提供に係る同意書（※１）及び本人確認書類の写し（※２）でも代用可。

※１：税務課が別に定める「県税完納情報提供事務処理要領」における第４号様式

※２：法人代表者のマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証の写し等

（注）マイナンバーカードは表面のコピーとしてください（裏面はマイナンバーの表

示があるため提出不要）。健康保険証の保険者番号及び被保険者等記号・番号は復元で

きない程度にマスキング処理を施す等してください。

※（７）及び（８）については、資格要件確認書類として既に提出している場合は不

要。

※（３）及び（９）については、審査結果の通知日以降に取得したものに限る。

ら特許関連経

費は削除

コンソーシア

ム協定書の写

しの削除によ

る番号のずれ
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第１号様式の別紙１

１ 略

２ 幹事者
（名称： ）

※設立後２年未満の民間企業等は、⑥経営状況（直近２期分）の記入は不要です。

３ PL（プロジェクトリーダー）

表 略

第１号様式の別紙１

１ 略

２ PL（プロジェクトリーダー）

表 略

幹事者の経営

状況について

の確認事項を

追加

以下、項目２

を追加したこ

とによる以降

の項目番号の

ずれ
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(１) 事業名称

(２) 事業の要約

※「５実施事業の内容」を要約し、事業の全体像を簡潔に まとめてください。400字程度で

(３) 実証実験

実施場所

（市町村名）

４ 事業の要約 ※事業名称、実施場所は公表します。

５ 実施事業の内容 ※必要に応じて図や写真等を用いるなどして、分かりやす記

入してください

(１)背景・必要

性

※事業の背景や必要性について、市場や社会の動向、実証実験実施地域の課題、ニーズな

どの具体的に記載してください。

(２) 事業実補助

施により目指す

目標

※ 事業実施により何を目指そうとするのかを具体的に記載してください。また、アイ補助

デアとして新しい点や特色、及び競合製品やサービスと比べて優れている点（優位性）や

差別化されている点等も説明してください。

３ 事業の要約 ※事業名称、実施場所は公表します。

４ 実施事業の内容 ※必要に応じて図や写真等を用いるなどして、分かりやすく

記入してください

(１)背景・必要

性

※事業の背景や必要性について、市場や社会の動向、実証実験実施地域の課題、ニーズな

どの具体例を示して説明してください。

(２)事業実施に

より目指す目標

※事業実施により何を目指そうとするのかを具体的に説明してください。また、アイデア

として新しい点や特色、及び競合製品やサービスと比べて優れている点（優位性）や差別

化されている点等も説明してください。

注釈の追記

(１) 事業名称

(２) 事業の要約

※「４実施事業の内容」を要約し、事業の全体像を簡潔にまとめてください。

(３) 実証実験

実施場所

（市町村名）
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(３)解決すべき

課題

※どのような課題があり、解決するためにどのような製品・サービスの開発を行うのかを

してください。具体的に記載

(４)実証事項

。※課題解決の方向性と活用する技術を含めて具体的に記載してください

※８スケジュールに記載の検証項目ごとに 目的 研究方法 分析方法等 評価項目 達成、 、 （ ）、 、

目標を分かりやすく記載してください。

【目的】

【研究方法（分析方法等 】）

【評価項目】

【達成目標】

(５) 事業実補助

施により期待さ

れる

効果

※補助事業実施により期待される効果を具体的に記載してください。

注釈の追記
(３)解決すべき

課題

※どのような課題があり、解決するためにどのような製品・サービスの開発を行うのかを

説明してください。

(４)実証事項

。※課題解決の方向性と活用する技術を含めて具体的に記載してください

(５)事業実施に

より期待される

効果
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６ 補助事業の参加者

表 略

７ 実証実験の実施体制図

表 略

５ 補助事業の参加者

表 略

６ 実証実験の実施体制図

表 略

注釈の追記

(６) 事業実補助

施後の活動予定

※ 実装に向けたプロセスやスケジュールを含めて具体的に記載してくだ補助事業実施後の

さい。

(７)関連実績

※補助事業に関連した著書、論文、学会発表、特許、助成金等を記載してください。

(６)事業実施後

の活動予定

※実装に向けたプロセスやスケジュールを含めて具体的に記載してください。

(７)関連実績
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８ スケジュール

※項目は実施内容が分かるように記載してください。

※必要に応じて、行、列を追加し、幅も変更してください。

９ 経費明細表

表 略

10 事業全体に対する資金調達の内訳

表 略

補助事業期間 補助事業期間終了後

項目
月 月 月 月 月 月 月 月

・・・の検証

・・・の実証実験

・・・の構築

〇年〇月～〇年〇月

実施予定

７ スケジュール
※項目は実施内容が分かるように記載してください。

※必要に応じて、行を追加し、幅も変更してください。

８ 経費明細表

表 略

９ 事業全体に対する資金調達の内訳

表 略

補助事業期間 補助事業期間終了後

項目
７

月

8

月

9

月

10

月

11

月

12

月

1

月

2

月

・・・の検証

・・・の実証実験

・・・の構築

〇年〇月～〇年〇月

実施予定

注釈の追記

月の記載を削

除
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第２号様式（第７条関係）略

第３号様式（第 10条関係）略

第３号様式の別紙（新旧対比表）略

第４号様式（第10条関係）略

第５号様式（第10条関係）略

第６号様式（第 11条関係）略

第６号様式の別紙 略

第７号様式（第 12条関係）略

第７号様式の別紙

１ 略

第２号様式（第７条関係）略

第３号様式（第 10 条関係）略

第３号様式の別紙（新旧対比表）略

第４号様式（第 10 条関係）略

第５号様式（第10条関係）略

第６号様式（第 11 条関係）略

第６号様式の別紙 略

第７号様式（第 12 条関係）略

第７号様式の別紙

１ 略
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２ 補助事業の事業成果等

（１）事業の成果

a）事業概要

※実施した事業概要とその結果を記入してください。

と課題解決に向けた取組についてb）実証実験によって明らかになった課題

※a)の内容を受けて、明らかになった課題 を記入してと課題解決に向けて今後事業をどのように展開していくのか等

ください。

c）事業化の見込み

※事業化につながっていればその状況を、事業化前であれば事業化に至るまでの計画や見込みを記入してください。

２ 補助事業の事業成果等

（１）事業の成果

注釈の追記

a）事業概要

※実施した事業概要とその結果を記入してください。

b）実証実験によって明らかになった課題

※a)の内容を受けて、明らかになった課題を記入してください。

c）事業化の見込み

※事業化につながっていればその状況を、事業化前であれば事業化に至るまでの計画や見込みを記入してください。
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２（２）略

３ ロードマップ（実績）
※交付申請時のロードマップと実績を対比してください。

※必要に応じて、行、列を追加し、幅も変更してください。

第８号様式（第 12条関係）略

第９号様式（第 13条関係）略

第 10号様式（第 15 条関係）略

第 11号様式（第 16 条関係）略

２（２）略

３ ロードマップ（実績）
※交付申請時のロードマップと実績を対比してください。

※必要に応じて、行を追加し、幅も変更してください。

第８号様式（第 12 条関係）略

第９号様式（第 13 条関係）略

第 10 号様式（第 15条関係）略

第 11 号様式（第 16条関係）略

注釈の追記

月の記載を削

除


